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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】配管及び配線を簡略化して小型化及び組み立て
が容易な液体噴射ヘッドユニット及び液体噴射装置を提
供する。
【解決手段】ノズル列１４と、液体流路口１５と、コネ
クター１６とを具備する液体噴射ヘッド１０と、該ヘッ
ド１０が複数載置されるプラットホーム２０と、複数の
前記流路口１５に共通して連通する第１の方向に伸びる
幹流路と、前記幹流路と前記流路口とに連通する個別の
枝流路と、コネクター１６に接続される枝回路配線と、
を具備し、前記ヘッド１０は、第１のヘッドに対して、
該第１のヘッドと第１の方向と直交する第２の方向への
射影が重なるヘッドのうちで該第１のヘッドに最も近い
第２のヘッドを有し、各第１のヘッドの前記流路口と、
対応する第２のヘッドの前記流路口とは、前記第２の方
向への射影が重ならず、各第１のヘッドの前記コネクタ
ー１６と、対応する第２のヘッドの前記コネクター１６
とは、前記第２の方向への射影が重ならない。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のノズル開口が並設されたノズル列と、内部の流路が開口して外部の流路が接続さ
れる液体流路口と、外部から電気信号が供給されるコネクターとを具備する液体噴射ヘッ
ドと、
　該液体噴射ヘッドが、前記ノズル開口の並設方向及び前記ノズル開口の並設方向とは直
交する方向に複数載置されるプラットホームと、
　複数の前記液体噴射ヘッドの前記液体流路口に共通して連通すると共に第１の方向に伸
びる幹流路と、
　前記幹流路と各液体噴射ヘッドの前記液体流路口とに連通する個別の枝流路と、
　各液体噴射ヘッドのコネクターに接続されて当該液体噴射ヘッドに電気信号を供給する
枝回路配線と、を具備し、
　前記液体噴射ヘッドは、第１の液体噴射ヘッドに対して、該第１の液体噴射ヘッドと前
記第１の方向と直交する第２の方向への射影が重なる液体噴射ヘッドのうちで該第１の液
体噴射ヘッドに最も近い第２の液体噴射ヘッドを有し、
　各第１の液体噴射ヘッドの前記液体流路口と、対応する第２の液体噴射ヘッドの前記液
体流路口とは、前記第２の方向への射影が重ならず、
　各第１の液体噴射ヘッドの前記コネクターと、対応する第２の液体噴射ヘッドの前記コ
ネクターとは、前記第２の方向への射影が重ならないことを特徴とする液体噴射ヘッドユ
ニット。
【請求項２】
　前記第２の方向への射影を行ったときに、各第１の液体噴射ヘッドの前記液体流路口は
、対応する第２の液体噴射ヘッドの前記コネクターとも重ならないことを特徴とする請求
項１記載の液体噴射ヘッドユニット。
【請求項３】
　前記第２の方向への射影を行ったときに、各第１の液体噴射ヘッドの前記液体流路口は
、対応する第２の液体噴射ヘッドの前記液体流路口と前記コネクターとの間に位置するこ
とを特徴とする請求項２記載の液体噴射ヘッドユニット。
【請求項４】
　前記幹流路の前記プラットホームとは反対側には、前記枝回路配線に前記電気信号を供
給する共通の幹回路基板が設けられていることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に
記載の液体噴射ヘッドユニット。
【請求項５】
　前記液体流路口が、前記ノズル列の長さの内側に配置されていることを特徴とする請求
項１～４の何れか一項に記載の液体噴射ヘッドユニット。
【請求項６】
　前記コネクター及び前記液体流路口が、ノズル面垂直方向において前記ノズル列と重な
るように配置されていることを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の液体噴射ヘ
ッドユニット。
【請求項７】
　前記液体流路口が、前記ノズル列の長さの外側に配置されていることを特徴とする請求
項１～４の何れか一項に記載の液体噴射ヘッドユニット。
【請求項８】
　前記コネクター及び複数の前記液体流路口が、前記第１の方向に沿って並設されている
ことを特徴とする請求項１～７の何れか一項に記載の液体噴射ヘッドユニット。
【請求項９】
　前記幹流路が、前記第１の方向に沿って設けられて、前記第１の方向に沿って配置され
た複数の液体噴射ヘッドの前記液体流路口に接続されていることを特徴とする請求項１～
８の何れか一項に記載の液体噴射ヘッドユニット。
【請求項１０】
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　前記液体噴射ヘッドには複数の液体供給口が設けられていると共に、複数の前記液体流
路口のうち、少なくとも１つの前記液体流路口が、前記液体噴射ヘッドの内部の流路に液
体を供給する液体供給口であり、且つ他の液体流路口が、前記液体供給口又は前記液体噴
射ヘッドの内部の流路から外部に液体を排出する液体排出口であることを特徴とする請求
項１～９の何れか一項に記載の液体噴射ヘッドユニット。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか一項に記載の液体噴射ヘッドユニットを備え、前記ノズル開口
から液体を噴射させることを特徴とする液体噴射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラットホームにノズル開口から液体を噴射する液体噴射ヘッドが複数載置
された液体噴射ヘッドユニット及び液体噴射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット式プリンターやプロッター等のインクジェット式記録装置に代表される
液体噴射装置は、カートリッジやタンク等に貯留されたインクなどの液体を液滴として噴
射可能な液体噴射ヘッドが複数設けられた液体噴射ヘッドユニット（以下、ヘッドユニッ
トとも言う）を具備する。
【０００３】
　複数の液体噴射ヘッドは、共通の保持部材であるプラットホームに載置されており、複
数の液体噴射ヘッドの配置は、各液体噴射ヘッドのノズル開口が並設されたノズル列が並
設方向に連続するように行われる（例えば、特許文献１及び２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－５７９６５号公報
【特許文献２】特開２０００－２５２０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、複数の液体噴射ヘッドをプラットホームに載置させると、複数の液体噴
射ヘッドの液体流路口に接続される供給管と、液体噴射ヘッドのコネクターに接続される
回路基板とが互いに干渉し、供給管の配管及び回路基板の配線が複雑化して、液体噴射ヘ
ッドユニットが大型化してしまうという問題がある。
【０００６】
　また、供給管の配管及び回路基板の配線が複雑化すると、供給管及び回路基板を取り付
ける作業効率が悪く、取り付け時間が長くなってしまうと共に、取り付け間違いなどが生
じ易いという問題がある。
【０００７】
　なお、このような問題はインクジェット式記録ヘッドユニットだけではなく、インク以
外の液体を噴射する液体噴射ヘッドユニットにおいても同様に存在する。
【０００８】
　本発明はこのような事情に鑑み、配管及び配線の取り回しを簡略化して、小型化するこ
とができると共に、組み立てを容易に行うことができる液体噴射ヘッドユニット及び液体
噴射装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する本発明の態様は、複数のノズル開口が並設されたノズル列と、内部
の流路が開口して外部の流路が接続される液体流路口と、外部から電気信号が供給される
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コネクターとを具備する液体噴射ヘッドと、該液体噴射ヘッドが、前記ノズル開口の並設
方向及び前記ノズル開口の並設方向とは直交する方向に複数載置されるプラットホームと
、複数の前記液体噴射ヘッドの前記液体流路口に共通して連通すると共に第１の方向に伸
びる幹流路と、前記幹流路と各液体噴射ヘッドの前記液体流路口とに連通する個別の枝流
路と、各液体噴射ヘッドのコネクターに接続されて当該液体噴射ヘッドに電気信号を供給
する枝回路配線と、を具備し、前記液体噴射ヘッドは、第１の液体噴射ヘッドに対して、
該第１の液体噴射ヘッドと前記第１の方向と直交する第２の方向への射影が重なる液体噴
射ヘッドのうちで該第１の液体噴射ヘッドに最も近い第２の液体噴射ヘッドを有し、各第
１の液体噴射ヘッドの前記液体流路口と、対応する第２の液体噴射ヘッドの前記液体流路
口とは、前記第２の方向への射影が重ならず、各第１の液体噴射ヘッドの前記コネクター
と、対応する第２の液体噴射ヘッドの前記コネクターとは、前記第２の方向への射影が重
ならないことを特徴とする液体噴射ヘッドユニットにある。
　かかる態様では、第２の方向で隣り合う第１の液体噴射ヘッドと第２の液体噴射ヘッド
とは、液体流路口同士が第２の方向への射影が重ならず、コネクター同士が第２の方向へ
の射影が重ならないように配置されているため、幹流路から各液体流路口に接続される枝
流路や枝回路配線を、第２の方向から液体噴射ヘッドや幹流路に接続する際に、複数の枝
流路同士、複数の枝回路配線同士、並びに枝流路と枝回路配線とが互いに干渉するのを防
止することができる。これにより、枝流路及び枝回路配線の取り回しを容易にして、取り
付け時間を短縮することができると共に、誤接続を防止することができる。
【００１０】
　ここで、前記第２の方向への射影を行ったときに、各第１の液体噴射ヘッドの前記液体
流路口は、対応する第２の液体噴射ヘッドの前記コネクターとも重ならないことが好まし
い。これによれば、枝流路や枝回路配線を、第２の方向から液体噴射ヘッドや幹流路に接
続する際に、複数の枝流路同士、複数の枝回路配線同士、並びに枝流路と枝回路配線とが
互いに干渉するのを確実に防止することができる。
【００１１】
　また、前記第２の方向への射影を行ったときに、各第１の液体噴射ヘッドの前記液体流
路口は、対応する第２の液体噴射ヘッドの前記液体流路口と前記コネクターとの間に位置
することが好ましい。これによれば、枝流路や枝回路配線を、第２の方向から液体噴射ヘ
ッドや幹流路に接続する際に、複数の枝流路同士、複数の枝回路配線同士、並びに枝流路
と枝回路配線とが互いに干渉するのを確実に防止することができる。
【００１２】
　また、前記幹流路の前記プラットホームとは反対側には、前記枝回路配線に前記電気信
号を供給する共通の幹回路基板が設けられていることが好ましい。このように配置すれば
、共通の幹回路基板が液体噴射ヘッドの吐出面から遠い配置となり、液体を吐出すること
で発生するミストが幹回路基板に付着することを抑制できる。
【００１３】
　また、前記液体流路口が、前記ノズル列の長さの内側に配置されていることが好ましい
。これによれば、複数の液体噴射ヘッドを第１の方向にノズル列が連続するように配置す
るだけで、各液体噴射ヘッドの液体流路口及びコネクターを、第２の方向で互いに隣接す
る液体噴射ヘッドにおいて第１の方向に異なる位置となるように容易に配置することがで
きる。
【００１４】
　また、前記コネクター及び前記液体流路口が、ノズル面垂直方向において前記ノズル列
と重なるように配置されていることが好ましい。これによれば、ヘッドの小型化を図るこ
とができる。
【００１５】
　また、前記液体流路口が、前記ノズル列の長さの外側に配置されていることが好ましい
。これによっても、各液体噴射ヘッドの液体流路口及びコネクターを、第２の方向で互い
に隣接する液体噴射ヘッドにおいて第１の方向に異なる位置となるように配置することが
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できる。
【００１６】
　また、前記コネクター及び複数の前記液体流路口が、前記第１の方向に沿って並設され
ていることが好ましい。これによれば、枝流路及び枝回路配線を、第２の方向から液体噴
射ヘッドに接続する際に、複数の枝流路同士、複数の枝回路配線同士、並びに枝流路と枝
回路配線とが互いに干渉するのを防止することができる。
【００１７】
　また、前記幹流路が、前記第１の方向に沿って設けられて、前記第１の方向に沿って配
置された複数の液体噴射ヘッドの前記液体流路口に接続されていることが好ましい。これ
によれば、幹流路と複数の液体噴射ヘッドとを容易に連通させることができる。
【００１８】
　また、前記液体噴射ヘッドには複数の液体供給口が設けられていると共に、複数の前記
液体流路口のうち、少なくとも１つの前記液体流路口が、前記液体噴射ヘッドの内部の流
路に液体を供給する液体供給口であり、且つ他の液体流路口が、前記液体供給口又は前記
液体噴射ヘッドの内部の流路から外部に液体を排出する液体排出口であることが好ましい
。これによれば、幹流路によって複数の液体噴射ヘッドに液体を供給すると共に、液体噴
射ヘッド内の液体を幹流路に排出させることができ、液体噴射ヘッドに循環した液体の流
れを形成することができる。これにより、循環が必要な液体などを利用することができる
。
【００１９】
　さらに本発明の他の態様は、上記態様の液体噴射ヘッドユニットを備え、前記ノズル開
口から液体を噴射させることを特徴とする液体噴射装置にある。
　かかる態様では、小型化した液体噴射装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態１に係る記録ヘッドの概略斜視図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る記録ヘッドの平面図である。
【図３】本発明の実施形態１に係るヘッドユニットの概略斜視図である。
【図４】本発明の実施形態１に係るヘッドユニットの要部を示す上面図である。
【図５】本発明の実施形態１に係るヘッドユニットの正面図である。
【図６】本発明の実施形態１に係るヘッドユニットの要部を示す概略斜視図である。
【図７】本発明の実施形態１に係るヘッドユニットの底面図である。
【図８】本発明の実施形態２に係るヘッドユニットの底面図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る記録装置の概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に本発明を実施形態に基づいて詳細に説明する。
　（実施形態１）
　図１は、本発明の実施形態１に係る液体噴射ヘッドの一例であるインクジェット式記録
ヘッドの概略斜視図であり、図２は、インクジェット式記録ヘッドの平面図である。
【００２２】
　図示するように、本実施形態のインクジェット式記録ヘッド１０（以下、ヘッドとも言
）は、一端面にノズル開口１１が設けられたヘッド本体１２と、ヘッド本体１２のノズル
開口１１とは反対側の面に固定された流路部材１３とを具備する。
【００２３】
　ヘッド本体１２は、ノズル開口１１が並設されたノズル列１４を具備する。ノズル列１
４の数は、特に限定されず、例えば、１列であってもよく、２列以上の複数列であっても
よい。本実施形態では、１つのヘッド本体１２にノズル列１４を２列設けるようにした。
ここで、本実施形態では、ノズル列１４においてノズル開口１１が並設された方向を第１
の方向とし、第１の方向に交差する方向を第２の方向としている。したがって、２列のノ
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ズル列１４は、第２の方向に並設されている。
【００２４】
　なお、ヘッド本体１２の内部には、図示していないが、ノズル開口１１に連通する流路
の一部を構成する圧力発生室と、圧力発生室に圧力変化を生じさせてノズル開口からイン
クを吐出させる圧力発生手段とが設けられている。
【００２５】
　圧力発生手段は、特に限定されないが、例えば、電気機械変換機能を呈する圧電材料を
２つの電極で挟んだ圧電素子を用いたものや、圧力発生室内に発熱素子を配置して、発熱
素子の発熱で発生するバブルによってノズル開口１１から液滴を吐出するものや、振動板
と電極との間に静電気を発生させて、静電気力によって振動板を変形させてノズル開口１
１から液滴を吐出させるものなどを用いることができる。
【００２６】
　流路部材１３は、ヘッド本体１２のノズル開口１１とは反対側の面に固定されて、外部
からのインクをヘッド本体１２に供給又はヘッド本体１２から外部にインクを排出するも
のである。
【００２７】
　流路部材１３のヘッド本体１２に固定された面とは反対側の面には、内部の流路が開口
して外部の流路が接続される液体流路口１５と、外部からの印刷信号等の電気信号が供給
されるコネクター１６とが設けられている。
【００２８】
　本実施形態では、液体流路口１５を２つ設け、これら２つの液体流路口１５及びコネク
ター１６をノズル列１４におけるノズル開口１１の並設方向である第１の方向に沿って配
置するようにした。すなわち、本実施形態では、コネクター１６をノズル列１４の中央部
（ヘッド１０の中央部）に設け、液体流路口１５をコネクター１６の両側にそれぞれ１つ
設けることで合計２つ設けるようにした。したがって、第２の方向のヘッド本体１２の幅
を拡幅せずとも、第１の方向においてコネクター１６の一方側のみに液体流路口１５を設
ける場合に比べて、ヘッド本体１２に大量の液体を供給及び排出させることができる。
【００２９】
　また、２つの液体流路口１５及びコネクター１６は、ノズル列１４の長さの内側、すな
わち、平面視（ノズル列１４側又は液体流路口１５側から平面視）した際にノズル列１４
に液体流路口１５及びコネクター１６が重なるように配置されている。このような流路部
材１３に設けられた２つの液体流路口１５は、少なくとも一方が、外部からヘッド１０の
内部の流路に液体を供給する液体供給口として機能する。すなわち、２つの液体流路口１
５の内、一方の液体流路口１５が、液体供給口として機能し、他方の液体流路口１５が、
ヘッド１０の内部の液体を外部に排出する液体排出口として機能してもよい。また、２つ
の液体流路口１５の両方が、液体供給口として機能するようにしてもよい。例えば、２つ
の液体流路口１５の両方を液体供給口として機能させる場合には、２つの液体流路口１５
がそれぞれ各ノズル列１４に連通するようにヘッド１０の内部の流路を構成してもよい。
また、例えば、２つの液体流路口１５をそれぞれ液体供給口と液体排出口として機能させ
る場合には、一方の液体供給口から２列のノズル列１４の両方に液体を供給し、他方の液
体排出口から２列のノズル列１４の両方から液体を排出させるようにヘッド１０の内部の
流路を構成すればよい。
【００３０】
　もちろん、液体流路口１５の数や、ノズル列１４の数などは上述したものに限定されず
、また、液体流路口１５を液体供給口又は液体排出口として機能させる分類も上述したも
のに限定されるものではない。
【００３１】
　また、ヘッド１０の第１の方向の両側面には、外側に突出するフランジ部１７が設けら
れている。このフランジ部１７が、詳しくは後述するプラットホーム２０に固定される。
【００３２】
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　このようなヘッド１０は、インクジェット式記録ヘッドユニット１（以下、ヘッドユニ
ットとも言う）に搭載される。ここで、本実施形態のヘッドユニットについて詳細に説明
する。なお、図３は、本発明の実施形態１に係る液体噴射ヘッドユニットの一例であるイ
ンクジェット式記録ヘッドユニットの概略斜視図であり、図４はヘッドユニットの一部の
部品を取り除いた上面図、図５は図３の正面図であり、図６はヘッドユニットの一部の部
品を取り除いた概略斜視図であり、図７は、ヘッドユニットのノズル開口側の底面図であ
る。
【００３３】
　図３に示すように、本実施形態のヘッドユニット１は、複数のヘッド１０と、複数のヘ
ッド１０が載置された共通のプラットホーム２０と、プラットホーム２０の上方に設けら
れた幹流路３０と、幹流路３０のプラットホーム２０とは反対側に設けられた幹回路基板
６０とを具備する。
【００３４】
　プラットホーム２０は、図７に示すように、各ヘッド１０のノズル列１４側が挿入され
る保持孔２１が設けられた金属、樹脂等の板状部材からなる。プラットホーム２０の保持
孔２１は、ヘッド１０のノズル列１４側の外周よりも若干大きく、且つフランジ部１７よ
りも小さな開口で設けられており、ヘッド１０は、図５及び図６に示すように、ノズル列
１４側が保持孔２１内に挿入された状態で、フランジ部１７が保持孔２１の周囲に固定さ
れることでプラットホーム２０に保持される。なお、ヘッド１０と保持孔２１との間の空
隙によって、ヘッド１０はプラットホーム２０に対して第１の方向及び第２の方向に若干
移動可能に設けられており、複数のヘッド１０は、各ノズル列１４が互いに位置決めされ
た状態でプラットホーム２０に保持されている。
【００３５】
　また、本実施形態では、ヘッド１０のノズル列１４におけるノズル開口１１の並設方向
である第１の方向に４つのヘッド１０を配置することで、ヘッド群１１０を構成し、この
ヘッド群１１０を第２の方向に２つ並設するようにした。すなわち、ヘッド１０は、第１
の方向及び第２の方向に沿って複数配置されている。
【００３６】
　具体的には、複数のヘッド１０は、図７に示すように、ノズル列１４が第１の方向に連
続するように第１の方向に沿って千鳥状に配置されている。そして、第１の方向にノズル
列１４が連続するように配置された複数のヘッド１０からなるヘッド群１１０が、第２の
方向に２つ並設されている。ここで言う第１の方向とは、ノズル開口１１が並設されてノ
ズル列１４を形成する方向を意味し、この第１の方向と交差する方向が第２の方向となる
。
【００３７】
　ここで、各ヘッド群１１０のノズル列１４が、第１の方向に連続するとは、各ヘッド群
１１０の第２の方向で互いに隣接するヘッド１０において、一方のヘッド１０のノズル列
１４の端部のノズル開口１１と、他方のヘッド１０のノズル列１４の端部のノズル開口１
１とが、第１の方向で同一位置となるように配置されていることを言う。
【００３８】
　このように、各ヘッド群１１０において、複数のヘッド１０のノズル列１４が第１の方
向で連続するように配置されることで、１つのヘッド１０のノズル列１４で印刷を行う場
合に比べて、広範囲な印刷を高速で行わせることができる。
【００３９】
　また、本実施形態では、上述のように、第１の方向に４つのヘッド１０を千鳥状に配置
したヘッド群１１０を第２の方向に２つ並設するようにしたため、ヘッドユニット１には
、第１の方向に連続するノズル列１４のグループが、４つ設けられていることになる。
【００４０】
　そして、各ヘッド群１１０のヘッド１０を上述のように千鳥状に配置することで、図４
及び図７に示すように、各ヘッド群１１０を構成する各ヘッド１０の液体流路口１５及び
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コネクター１６は、第２の方向で互いに隣接するヘッド１０において第１の方向で異なる
位置となるように配置される。すなわち、各ヘッド群１１０において第２の方向で互いに
隣接するヘッド１０は、一方のヘッド１０の液体流路口１５及びコネクター１６が、他方
のヘッド１０の液体流路口１５及びコネクター１６とは第１の方向で異なる位置となるよ
うに配置される。言い換えると、第１のヘッド１０に対して、第１のヘッド１０と第２の
方向への射影が重なるヘッド１０のうちで第１のヘッド１０に最も近いものを第２のヘッ
ド１０とするとき、各第１のヘッド１０の液体流路口１５と、対応する第２のヘッド１０
の液体流路口１５とは、第２の方向への射影が重ならない。また、各第１のヘッド１０の
コネクター１６と、対応する第２のヘッド１０のコネクター１６とは、第２の方向への射
影が重ならない。これは、上述のように、本実施形態のヘッド１０は、ノズル列１４の長
さ内に液体流路口１５及びコネクター１６が設けられているため、第２の方向で互いに隣
接するヘッド１０をそれぞれノズル列１４の端部のノズル開口１１が第１の方向で同一位
置となるように配置することで、互いに隣接するヘッド１０（第１のヘッド１０及び第２
のヘッド１０）の一方のヘッド（第１のヘッド）１０の液体流路口１５及びコネクター１
６は、他方のヘッド（第２のヘッド）１０の液体流路口１５及びコネクター１６とは第１
の方向で異なる位置に配置される。すなわち、各ヘッド１０の液体流路口１５及びコネク
ター１６は、複数のヘッド１０の位置決めの基準となるノズル列１４に対して、第２の方
向に互いに隣接するヘッド１０のそれぞれの液体流路口１５及びコネクター１６が互いに
第１の方向で異なる位置となるように位置決めされて設けられている。つまり、本実施形
態では、第２の方向への射影を行ったときに、第１のヘッド１０の液体流路口１５は、対
応する第２のヘッド１０の液体流路口１５及びコネクター１６と重ならず、さらに、第１
のヘッド１０の液体流路口１５は、対応する第２のヘッド１０の液体流路口１５とコネク
ター１６との間に位置する。
【００４１】
　このようなヘッド１０の上方、すなわち、プラットホーム２０のノズル列１４とは反対
側の上方には、図４及び図６に示すように、共通の幹流路３０を有する幹流路部材３１が
、第１の方向の複数のヘッド１０に連続して設けられている。すなわち、幹流路部材３１
は、幹流路３０が第１の方向に伸びるように設けられている。また、幹流路３０は、個別
に設けられた枝流路４０を有する枝流路部材４１を介して複数のヘッド１０の液体流路口
１５に接続されている。
【００４２】
　具体的には、幹流路部材３１は、金属又は樹脂等の管状部材からなり、内部に幹流路３
０が設けられている。この幹流路部材３１は、第１の方向に沿って複数のヘッド１０に相
対向するように連続して設けられている。また、本実施形態では、幹流路部材３１は、第
２の方向に２つ並設されている。これらの２つの幹流路部材３１の第１の方向の一端部側
は、外部のインクカートリッジやインクタンク等の貯留手段が接続される接続孔３２とな
っている。
【００４３】
　枝流路部材４１は、ゴムや樹脂等の可撓性材料からなるフレキシブルチューブからなり
、内部に枝流路４０が設けられている。この枝流路部材４１は、一端部が幹流路部材３１
に接続されており、他端部がヘッド１０の液体流路口１５に接続されることで、幹流路３
０と液体流路口１５とを枝流路４０によって連通させている。もちろん、幹流路部材３１
の内部に、各ヘッド１０に分岐してインクを各ヘッド１０に供給する枝流路部を兼ね備え
させて、枝流路部がヘッド１０の液体流路口１５に直接接続されてもよい。
【００４４】
　この枝流路部材４１は、液体流路口１５毎に複数個設けられている。本実施形態では、
プラットホーム２０に２つの液体流路口１５が設けられたヘッド１０が８個載置されてい
るため、合計１６個の枝流路部材４１（枝流路４０）が設けられている。そして、１つの
幹流路部材３１には枝流路部材４１が８個接続されている。なお、本実施形態では、フレ
キシブルチューブからなる枝流路部材４１を用いることで、互いに位置決めされたヘッド
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１０の液体流路口１５に枝流路部材４１を容易に接続することができる。ちなみに、枝流
路部材４１として、金属管などの弾性変形し難い材料を用いた場合、ヘッドユニット１毎
に複数のヘッド１０の相対位置は各部品の寸法公差などにより全く同一になることがない
ため、ヘッド１０と枝流路部材４１とを接続するのが困難になる虞があるため好ましくな
い。したがって、枝流路部材４１としては、寸法公差を吸収できる程度の弾性を持った材
料を用いるのが好ましい。
【００４５】
　このような幹流路３０は複数のヘッド１０の共通の流路として機能し、枝流路４０は、
ヘッド１０の液体流路口１５毎に設けられた個別の流路として機能する。すなわち、幹流
路３０及び枝流路４０は、上述したヘッド１０の内部の流路に接続される外部の流路とし
て機能する。
【００４６】
　なお、第２の方向に２つ並設された各幹流路３０は、各ヘッド群１１０にそれぞれ連通
させてもよく、また、ヘッド群１１０とは関係なく液体流路口１５に接続させてもよい。
例えば、各ヘッド群１１０から異なるインクを吐出させる場合には、各幹流路３０をヘッ
ド群１１０毎に連通させればよく、２つのヘッド群１１０から同一のインクを吐出させる
場合には、特にこの限定はない。
【００４７】
　また、本実施形態では、枝流路部材４１（枝流路４０）は、第１の方向で同じ位置とな
る液体流路口１５に同じ幹流路３０からインクが供給されるように接続されている。そし
て、この第１の方向で同じ位置となる液体流路口１５に一端部が接続された枝流路部材４
１は、他端部が幹流路部材３１に第１の方向で同一位置となるように接続されている。す
なわち、２つのヘッド群１１０の液体流路口１５は、第１の方向で同一位置となるものの
、１つのヘッド群１１０の各液体流路口１５は、第１の方向で同一位置とならないように
配置されているため、１つの幹流路３０から液体流路口１５への接続が、第１の方向で重
なることがない。また、本実施形態では、２つのヘッド群１１０を設けることで、全ての
ヘッド１０の液体流路口１５は、第１の方向で最大２つまでしか同じ位置とならないため
、第１の方向で同一位置となる液体流路口１５には、幹流路３０の同じ位置で第２の方向
の両側に向かって枝流路４０を設けて接続することができる。これにより、第１の方向で
同じ位置に配置されたヘッド１０にインクを供給又は排出する際に、外部から幹流路３０
及び枝流路４０を介して液体流路口１５まで接続される流路長を揃えることができる。具
体的には、２つの枝流路部材４１が接続された幹流路３０の長さは同一となるため、幹流
路３０と液体流路口１５とを接続する枝流路４０の流路の長さを調整することで、外部か
ら幹流路３０及び枝流路４０を介して液体流路口１５まで接続される流路長を揃えること
ができる。したがって、第１の方向で一致するヘッド１０において、インクの圧力損失な
どの供給又は排出条件を同じ条件とすることが容易となり、インク供給特性又はインク排
出特性を容易にコントロールすることができる。
【００４８】
　また、本実施形態では、上述した幹流路部材３１は、図３及び図６に示すように、板状
の幹流路保持部材５０によって保持されている。
【００４９】
　幹流路保持部材５０は、板状部材からなり、表面に幹流路部材３１の外径よりも幅広の
溝部５１が設けられている。溝部５１は、第１の方向に連続するように第２の方向に２つ
並設されており、この溝部５１に幹流路３０が設けられた幹流路部材３１がそれぞれ挿入
されて保持されている。また、溝部５１には、第１の方向において液体流路口１５と同じ
位置で分岐する分岐溝部５２が設けられており、この分岐溝部５２に枝流路４０が設けら
れた枝流路部材４１の一部が挿入されて保持されている。ちなみに、２つの溝部５１の間
に設けられた分岐溝部５２には、厚さ方向に貫通する貫通孔（図示なし）が設けられてお
り、この貫通孔を介して枝流路部材４１はヘッド１０側（裏面側）に引き出されている。
【００５０】
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　また、幹流路保持部材５０は、プラットホーム２０に複数の脚部５３を介して保持され
ている。脚部５３は、ヘッド１０のプラットホーム２０からの高さよりも長く、脚部５３
によって保持された幹流路保持部材５０と、ヘッド１０との間には所定の空間が画成され
ている。このヘッド１０と幹流路保持部材５０との間の空間に、枝流路部材４１が配設さ
れている。また、ヘッド１０と幹流路保持部材５０との間の空間には、詳しくは後述する
枝回路配線６１も配設されている。
【００５１】
　このような幹流路３０のプラットホーム２０とは反対側には、図３及び図５に示すよう
に、表面に配線パターン（図示なし）等が形成された板状の幹回路基板６０が設けられて
いる。
【００５２】
　図３に示すように、幹回路基板６０の第１の方向の一端部側には、外部配線７０が接続
され、幹回路基板６０には外部配線７０を介して外部から印刷信号や電源などの電気信号
が供給される。なお、外部配線７０は、幹流路部材３１の貯留手段が接続される接続孔３
２とは反対側の端部に接続されており、幹流路部材３１とは互いに干渉しないようになっ
ている。
【００５３】
　また、幹回路基板６０は、各ヘッド１０のコネクター１６にフレキシブルフラットケー
ブル（ＦＦＣ）からなる枝回路配線６１を介して電気的に接続されており、外部配線から
供給された電気信号は、幹回路基板６０と枝回路配線６１を介して各ヘッド１０に供給さ
れる。
【００５４】
　ここで、枝回路配線６１は、幹回路基板６０に第２の方向の両端部側で第１の方向に沿
って複数接続されている。幹回路基板６０の第２の方向の一端部側に設けられた複数の枝
回路配線６１は、一方のヘッド群１１０の各ヘッド１０に接続され、他端部側に設けられ
た複数の枝回路配線６１は、他方のヘッド群１１０の各ヘッド１０に接続されている。す
なわち、幹回路基板６０の第２の方向の両端部側には、各ヘッド群１１０を構成するヘッ
ド１０のコネクター１６の位置と一致するように枝回路配線６１が第１の方向に配置され
ており、枝回路配線６１は、幹回路基板６０の第２の方向の両側からヘッド１０と幹流路
保持部材５０との間の空間が開口する側面側を介して裏面側に引き回されて、ヘッド１０
と接続されている。
【００５５】
　このとき、図３及び図４に示すように、１つのヘッド群１１０において、コネクター１
６は、ヘッド１０の液体（インク）噴射面とは反対側に形成されている。これはヘッド１
０から吐出されたインクによって発生するミストがコネクター１６に付着するのを抑制す
るためである。そして、このコネクター１６は、第１の方向で液体流路口１５とは異なる
位置となるように配置されているため、枝回路配線６１は、枝流路部材４１とは干渉する
ことなく、ヘッド１０と接続することができる。すなわち、１つのヘッド群１１０におい
て、各液体流路口１５及びコネクター１６は、第２の方向から見た際に、互いに重なるこ
となく、第１の方向に沿って可視可能に配置されているため、ヘッド１０に接続される枝
流路部材４１及び枝回路配線６１が互いに干渉することがない。したがって、枝回路配線
６１の複雑な引き回しを行うことなく、枝回路配線６１を短い長さでヘッド１０に容易に
接続することができる。
【００５６】
　このように、枝流路部材４１及び枝回路配線６１をヘッド１０に接続し易く、また、配
管及び配線構成を簡略化することができるため、ヘッドユニット１を小型化することがで
きると共に、組み立て時に誤接続が生じるのを防止することができると共に組み立て時間
を短縮してコストを低減することができる。
【００５７】
　なお、幹回路基板６０は、図３に示すように、幹流路保持部材５０よりも外側に配置さ
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れた回路用脚部６３を介してプラットホーム２０に固定されている。この回路用脚部６３
は、幹流路部材３１よりも高い位置となる長さで形成されており、幹流路部材と幹回路基
板６０との間には所定の空間が画成されている。このように幹回路基板６０を幹流路３０
のプラットホーム２０とは反対側に配置することで、幹回路基板６０がヘッド１０の液体
（インク）噴射面から最も遠い配置となり、インクを吐出することで発生するミストが幹
回路基板６０に付着するのを抑制できる。
【００５８】
　以上説明したヘッドユニット１では、ヘッド１０、プラットホーム２０、幹流路３０、
幹回路基板６０が互いに固定されてモジュール化（複合部品化）されている。したがって
、このようなモジュール化されたヘッドユニット１をインクジェット式記録装置に搭載し
て、インクカートリッジやインクタンクなどの貯留手段を幹流路３０に接続すると共に、
幹回路基板６０に外部配線７０を接続するだけで利用することができる。
【００５９】
　また、本実施形態のヘッドユニット１は、第２の方向がインクジェット式記録装置に代
表される液体噴射装置の記録用紙や基板等の被記録媒体を搬送する方向と一致するように
装置本体に固定されることで、被記録媒体を第２の方向に搬送するだけで記録可能な所謂
ライン式記録装置に適用することができる。
【００６０】
　なお、液体噴射装置は、特にこれに限定されず、例えば、ヘッドユニット１を被記録媒
体の搬送方向とは直交する方向に移動可能に設けられたキャリッジ等の移動手段に搭載す
ることで、ヘッドユニット１のヘッド群１１０によって形成された第１の方向に連続する
ノズル列１４の長さよりも幅広の被記録媒体に印刷することができる。すなわち、ヘッド
ユニット１を、第１の方向が被記録媒体の搬送方向と一致するように配置し、ヘッドユニ
ット１を第２の方向に移動させると共に、被記録媒体を第１の方向に移動させながら記録
を行うことで、比較的大きな被記録媒体にも記録することができる。
【００６１】
　もちろん、液体噴射装置に搭載するヘッドユニット１の数は、特に限定されず、液体噴
射装置に複数個のヘッドユニット１を搭載するようにしてもよい。
【００６２】
　（実施形態２）
　図８は、本発明の実施形態２に係る液体噴射ヘッドユニットの一例であるヘッドユニッ
トのノズル開口の底面図である。なお、上述した実施形態１と同様の部材には同一の符号
を付して重複する説明は省略する。
【００６３】
　図８に示すように、本実施形態のヘッドユニット１Ａを構成するヘッド１０Ａには、第
１の方向の中央部にコネクター１６が設けられ、ノズル列１４の長さの外側に液体流路口
１５が設けられている。
【００６４】
　液体流路口１５が設けられる位置は、プラットホーム２０にヘッド１０Ａが載置された
際に、ヘッド群１１０において、第２の方向に互いに隣接するヘッド１０Ａの一方の液体
流路口１５が、他方のヘッド１０Ａの液体流路口１５及びコネクター１６と第１の方向で
異なる位置となるように設けられている。すなわち、各ヘッド１０Ａの液体流路口１５及
びコネクター１６は、複数のヘッド１０Ａの位置決めの基準となるノズル列１４に対して
、第２の方向に互いに隣接するヘッド１０Ａのそれぞれの液体流路口１５及びコネクター
１６が互いに第１の方向で異なる位置となるように位置決めされて設けられている。
【００６５】
　このようなヘッドユニット１Ａであっても、上述した実施形態１と同様に、枝流路部材
４１及び枝回路配線６１の引き回しを容易にして、ヘッド１０Ａに接続し易くすることが
できる。これにより、ヘッドユニット１Ａを小型化することができると共に、組み立て時
に誤接続が生じるのを防止することができると共に組み立て時間を短縮してコストを低減
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することができる。
【００６６】
　（他の実施形態）
　以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明の基本的構成は上述したものに限定さ
れるものではない。
【００６７】
　上述した実施形態１及び２では、各ヘッド１０、１０Ａにノズル列１４を２列設けるよ
うにしたが、特にこれに限定されず、例えば、各ヘッド１０、１０Ａにノズル列１４を１
列設けてもよく、また３列以上設けてもよい。
【００６８】
　また、上述した実施形態１及び２では、ヘッド群１１０を４つのヘッド１０、１０Ａで
構成するようにしたが、特にこれに限定されず、ヘッド群１１０は、２つ以上のヘッド１
０、１０Ａで構成すればよい。
【００６９】
　さらに、上述した実施形態１及び２では、ヘッドユニット１、１Ａに２つのヘッド群１
１０を設けるようにしたが、特にこれに限定されず、ヘッド群１１０は１つであってもよ
く、３つ以上であってもよい。ただし、１つのヘッドユニット１、１Ａに３つ以上のヘッ
ド群１１０を設けると、第２の方向で同一位置となる液体流路口１５やコネクター１６が
、３つ以上となってしまうため、ヘッド群１１０の数が増えると、枝流路部材４１及び枝
回路配線６１の配設は複雑化してしまう。
【００７０】
　また、上述した実施形態1及び２では、ヘッド１０、１０Ａのノズル開口の並設方向を
第１の方向、ノズル開口の並設方向と直交する方向を第２の方向としたが、第１の方向は
、幹流路が伸びる方向で規定されるため、この第１の方向がノズル開口の並設方向と一致
していなくてもよい。すなわち、幹流路が、ノズル開口の並設方向とは交差する方向に伸
びるように設けられていてもよい。
【００７１】
　さらに、上述した実施形態１及び２では、本実施形態では、第２の方向への射影を行っ
たときに、第１のヘッド１０、１０Ａの液体流路口１５は、対応する第２のヘッド１０、
１０Ａの液体流路口１５及びコネクター１６と重ならず、さらに、第１のヘッド１０、１
０Ａの液体流路口１５は、対応する第２のヘッド１０、１０Ａの液体流路口１５とコネク
ター１６との間に位置する例を説明したが、特にこれに限定されない。例えば、第２の方
向への射影を行ったときに、第１のヘッド１０、１０Ａの液体流路口１５は、対応する第
２のヘッド１０、１０Ａのコネクター１６と重なる位置となってもよい。ただし、このよ
うな構成とすると、液体流路口１５に接続される枝流路部材４１と、コネクター１６に接
続される枝回路配線６１とが干渉する虞があるため好ましくない。すなわち、上述した実
施形態１及び２の構成であれば、液体流路口１５に接続される枝流路部材４１と、コネク
ター１６に接続される枝回路配線６１との干渉を確実に抑制できるものである。また、第
１のヘッド１０、１０Ａの液体流路口１５は、対応する第２のヘッド１０、１０Ａの液体
流路口１５とコネクター１６との間以外の位置で重なるようにしてもよい。ただし、この
ような構成とすると、ヘッドユニット１、１Ａの大型化を招く虞がある。これに対して、
上述した実施形態１及び２の構成であれば、ヘッドユニット１、１Ａの小型化を図ること
ができるという効果を奏する。
【００７２】
　また、上述した実施形態１及び２では、液体流路口１５及びコネクター１６をヘッド１
０、１０Ａのノズル開口１１とは反対側の面である後端面に設けるようにしたが、特にこ
れに限定されず、例えば、液体流路口１５及びコネクター１６の何れか一方又は両方をヘ
ッド１０、１０Ａの側面に設けるようにしてもよい。
【００７３】
　さらに、例えば、上述した実施形態１及び２のように、１つのヘッド１０、１０Ａに２
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）を供給する液体供給口とし、他方の液体流路口１５をヘッド１０、１０Ａからのインク
（液体）を排出する液体排出口とする場合、例えば、図７に示すように、第１の方向で近
接する複数のヘッド１０の液体流路口１５を、液体供給口又は液体排出口の何れか一方と
なるように設定してもよい。すなわち、液体供給口及び液体排出口を、それぞれ第１の方
向で近接するように配設することで、外部の貯留手段から第１の方向で近接する複数のヘ
ッド１０への供給特性及び排出特性を均一化して、液体の吐出特性を揃えることができる
。
【００７４】
　また、これら各実施形態のヘッドユニット１、１Ａは、インクジェット式記録装置に搭
載される。図９は、そのインクジェット式記録装置の一例を示す概略図である。
【００７５】
　図９に示すインクジェット式記録装置Ｉにおいて、２つのヘッドユニット１は、インク
供給手段を構成するカートリッジ２Ａ及び２Ｂが着脱可能に設けられ、２つのヘッドユニ
ット１を搭載したキャリッジ３は、装置本体４に取り付けられたキャリッジ軸５に軸方向
移動自在に設けられている。２つのヘッドユニット１は、例えば、それぞれブラックイン
ク組成物及びカラーインク組成物を吐出するものとしている。
【００７６】
　そして、駆動モータ６の駆動力が図示しない複数の歯車およびタイミングベルト７を介
してキャリッジ３に伝達されることで、ヘッドユニット１を搭載したキャリッジ３はキャ
リッジ軸５に沿って移動される。一方、装置本体４にはキャリッジ軸５に沿ってプラテン
８が設けられており、図示しない給紙ローラーなどにより給紙された紙等の記録媒体であ
る記録シートＳがプラテン８に巻き掛けられて搬送されるようになっている。
【００７７】
　また、上述したインクジェット式記録装置Ｉでは、ヘッドユニット１がキャリッジ３に
搭載されて主走査方向に移動するものを例示したが、特にこれに限定されず、例えば、ヘ
ッドユニット１、１Ａが固定されて、記録シートＳを副走査方向に移動させるだけで印刷
を行う、所謂ライン式記録装置にも本発明を適用することができる。
【００７８】
　さらに、本発明は、広く液体噴射ヘッドを搭載した液体噴射ヘッドユニット全般を対象
としたものであり、例えば、プリンター等の画像記録装置に用いられる各種のインクジェ
ット式記録ヘッドユニット、液晶ディスプレー等のカラーフィルターの製造に用いられる
色材噴射ヘッドユニット、有機ＥＬディスプレー、ＦＥＤ（電界放出ディスプレー）等の
電極形成に用いられる電極材料噴射ヘッドユニット、バイオｃｈｉｐ製造に用いられる生
体有機物噴射ヘッドユニット等にも適用することができる。また、液体噴射装置の一例と
してインクジェット式記録装置Ｉを挙げて説明したが、上述した他の液体噴射ヘッドユニ
ットを搭載した、画像記録装置、カラーフィルター製造装置、電極形成装置等の液体噴射
装置一般に用いることが可能である。
【符号の説明】
【００７９】
　Ｉ　インクジェット式記録装置（液体噴射装置）、　１、１Ａ　インクジェット式記録
ヘッドユニット（液体噴射ヘッドユニット）、　１０、１０Ａ　インクジェット式記録ヘ
ッド（液体噴射ヘッド）、　１１　ノズル開口、　１２　ヘッド本体、　１３　流路部材
、　１４　ノズル列、　１５　液体流路口、　１６　コネクター、　２０　プラットホー
ム、　３０　幹流路、　４０　枝流路、　５０　幹流路保持部材、　６０　幹回路基板、
　６１　枝回路配線
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